
自然主義国家の構想第１報告

第零議長

タテ書き小説ネット Byヒナプロジェクト

http://pdfnovels.net/



1

注
意
事
項

 
こ
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
は
「
小
説
家
に
な
ろ
う
」
で
掲
載
中
の
小
説
を
「
タ

テ
書
き
小
説
ネ
ッ
ト
」
の
シ
ス
テ
ム
が
自
動
的
に
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
さ
せ
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
小
説
の
著
作
権
は
小
説
の
作
者
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
作
者
ま
た

は
「
小
説
家
に
な
ろ
う
」
お
よ
び
「
タ
テ
書
き
小
説
ネ
ッ
ト
」
を
運
営
す
る
ヒ

ナ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
無
断
で
こ
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
及
び
小
説
を
、
引
用
の
範

囲
を
超
え
る
形
で
転
載
、
改
変
、
再
配
布
、
販
売
す
る
こ
と
を
一
切
禁
止
致
し

ま
す
。
小
説
の
紹
介
や
個
人
用
途
で
の
印
刷
お
よ
び
保
存
は
ご
自
由
に
ど
う
ぞ
。

【
小
説
タ
イ
ト
ル
】

　
自
然
主
義
国
家
の
構
想
第
１
報
告

【
Ｎ
コ
ー
ド
】

　
Ｎ
６
９
７
７
Ｒ

【
作
者
名
】

　
第
零
議
長

【
あ
ら
す
じ
】

　
　
私
、
第
零
議
長
は
、
自
然
主
義
国
家
と
い
う
、
新
し
い
政
治
体
制
を
考
え

ダ
イ
レ
イ
ギ
チ
ョ
ウ

つ
き
ま
し
た
。
ぜ
ひ
参
考
に
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。
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＝
＝
大
思
想
構
造
＝
＝

　
そ
も
そ
も
、
何
人
も
価
値
観
や
信
条
を
持
ち
、
そ
の
実
行
の
た
め
に
生
き
て

い
る
し
か
し
、
絶
対
的
な
価
値
観
は
こ
こ
で
は
存
在
し
な
い
と
考
え
る
。
し
か

し
価
値
観
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
人
は
目
標
を
失
い
、
生
き
る
意
味
を
喪
失
す

る
。
よ
っ
て
、
人
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
価
値
観
や
信
条
を
そ
れ
ぞ
れ
暫
定
価
値
観

と
し
、
同
じ
そ
れ
を
持
つ
人
同
士
が
団
結
す
る
。

ま
た
、
団
結
し
た
集
団
同
士
の
衝
突
を
防
ぐ
た
め
に
、
そ
れ
だ
け
を
唯
一
の
暫

定
価
値
観
と
す
る
中
央
思
想
体
を
設
け
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
世

界
各
地
で
発
生
し
て
い
る
紛
争
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
対
立
な
ど
を
防
止
す
る
。
こ

の
構
造
を
大
思
想
構
造
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
に
は
、
個
人
の
意
思
で
自

由
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
か
ら
説
明
す
る
自
然
主
義
思
想
は
、
そ
れ
ら
の
暫
定
価
値
観
の
う
ち
の
一

つ
で
あ
る
。

＝
＝
自
然
主
義
の
理
念
＝
＝

　
自
然
主
義
は
、
英
語
で
は
、
ｅ
ｃ
ｏ
ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
ａ
ｃ
ｙ
（
第
零
議
長
提

案
の
造
語
）
で
、
直
訳
す
る
と
生
態
系
主
主
義
、
生
態
系
主
主
義
国
家
と
い
う

意
味
に
な
る
。
Ｅ
ｃ
ｏ
ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
ａ
ｃ
ｙ
と
い
う
造
語
は
、
ｅ
ｃ
ｏ
ｓ
ｙ

ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
（
生
態
系
）
と
い
う
単
語
に
ｄ
ｅ
ｍ
ｏ
ｃ
ｒ
ａ
ｃ
ｙ
（
民
主
主
義
、

民
主
国
家
）
を
対
比
さ
せ
て
、
ｅ
ｃ
ｏ
ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
 

＋
 

（
ｄ
ｅ
ｍ
ｏ
ｃ

ｒ
）
ａ
ｃ
ｙ
＝
ｅ
ｃ
ｏ
ｓ
ｙ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
ａ
ｃ
ｙ
と
な
っ
た
。

　
自
然
主
義
の
暫
定
価
値
観
は
、

・
地
球
環
境
の
召
還
及
び
維
持

・
人
類
文
明
の
抑
制
及
び
維
持

と
い
う
二
つ
で
、
こ
れ
に
よ
り
人
類
の
絶
滅
ま
で
の
時
間
を
で
き
る
だ
け
引
き

延
ば
す
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
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前
者
の
暫
定
価
値
観
の
た
め
に
、
地
球
環
境
を
暫
定
主
権
者
と
し
、
主
権
を

人
間
か
ら
そ
れ
に
返
還
す
る
。
人
間
も
自
然
の
一
部
と
考
え
、
そ
れ
に
含
ま
れ

る
は
ず
だ
が
、
人
間
に
は
、
地
球
環
境
を
迫
害
し
た
と
い
う
原
罪
（
暫
定
価
値

観
へ
の
違
反
）
が
あ
る
た
め
、
主
権
が
制
限
さ
れ
、
例
え
ば
の
ち
に
述
べ
る
自

然
区
に
は
特
例
を
除
き
立
ち
入
れ
な
い
。

　
後
者
の
暫
定
価
値
観
の
た
め
に
、
文
明
（
近
代
医
療
や
金
属
機
器
類
な
ど
）

が
抑
制
さ
れ
て
も
人
間
の
反
発
を
引
き
起
こ
さ
な
い
た
め
に
、
人
間
が
そ
の
状

態
に
お
い
て
も
幸
福
を
維
持
で
き
る
た
め
に
、
人
間
政
府
は
そ
れ
に
の
っ
と
っ

た
政
策
を
執
る
。

　
人
間
が
二
つ
の
暫
定
価
値
観
を
十
分
に
維
持
で
き
る
と
判
断
さ
れ
た
時
点
で
、

人
間
は
原
罪
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
然
の
一
部
と
し
て
の
主
権
を
回
復
す
る
。

＝
＝
領
土
の
分
類
＝
＝

　
自
然
主
義
国
家
に
お
い
て
は
、
人
類
が
原
罪
か
ら
解
放
さ
れ
る
ま
で
、
領
土

が
「
主
権
者
直
轄
領
（
自
然
領
）
」
と
「
人
類
実
験
領
域
（
人
類
領
）
」
の
二

つ
に
大
き
く
分
か
れ
る
。
「
人
類
実
験
領
域
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
が
あ
く
ま

で
、
人
類
が
原
罪
か
ら
解
放
さ
れ
た
後
も
、
再
犯
を
し
な
い
よ
う
に
実
験
を
す

る
領
域
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
合
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
領
域
を
設
け
る
に
は
大
き
く
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。

　
第
一
に
、
産
業
革
命
以
降
の
文
明
発
達
に
よ
っ
て
大
量
に
排
出
さ
れ
た
二
酸

化
炭
素
の
吸
収
を
主
権
者
（
自
然
）
に
依
頼
す
る
た
め
で
あ
る
。
現
在
、
大
気

中
に
存
在
す
る
二
酸
化
炭
素
の
量
は
、
産
業
革
命
以
前
の
お
よ
そ
２
９
０
ｐ
ｐ

ｍ
か
ら
３
８
０
ｐ
ｐ
ｍ
ほ
ど
に
ま
で
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
強
力
な
温
室
効
果

ガ
ス
で
あ
る
メ
タ
ン
ガ
ス
の
そ
れ
も
、
同
様
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
化
石

燃
料
の
燃
焼
や
家
畜
の
ゲ
ッ
プ
や
排
出
物
な
ど
に
よ
る
可
能
性
が
高
く
、
自
然

に
減
少
す
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
い
え
る
。

　
そ
の
た
め
、
生
態
系
の
回
復
に
よ
る
森
林
系
の
復
活
や
文
明
に
よ
る
浸
食
か

ら
の
防
衛
、
ま
た
は
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
溶
液
（
苛
性
ソ
ー
ダ
）
を
用
い
た

二
酸
化
炭
素
の
固
定
な
ど
の
何
ら
か
の
対
応
策
が
必
要
で
あ
る
。
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第
二
に
、
主
権
者
に
相
当
す
る
領
土
を
持
つ
と
と
も
に
、
主
権
者
と
し
て
の

強
さ
を
国
民
に
見
せ
付
け
る
た
め
で
あ
る
。
国
民
に
地
球
環
境
の
偉
大
さ
を
誇

示
し
、
そ
の
重
要
性
を
訴
え
る
こ
と
で
、
人
類
が
原
罪
か
ら
解
放
さ
れ
た
後
も

自
然
を
で
き
る
限
り
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
考
え
を
形
作
る
根
底
に
な
り
う
る

と
考
え
ら
れ
る
。

○
自
然
領
と
人
類
領
の
割
合

　
現
段
階
で
は
、

　
陸
上
　
自
然
領
：
人
類
領
＝
７
：
３
　
　
海
洋
　
自
然
領
：
人
類
領
＝
８
．

５
：
１
．
５

と
し
て
い
る
。
自
然
領
に
つ
い
て
、
陸
上
よ
り
も
海
洋
の
ほ
う
の
割
合
が
高
い

の
は
、
陸
上
で
は
人
類
領
に
お
け
る
農
地
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

○
自
然
領

　
自
然
領
で
は
、
原
則
、
内
政
は
主
権
者
そ
の
も
の
に
委
譲
す
る
。
例
外
的
に
、

生
態
系
が
破
壊
さ
れ
た
場
所
の
修
復
や
、
生
態
系
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
場

所
に
お
け
る
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
な
ど
を
用
い
た
二
酸
化
炭
素
の
固
定
な
ど
は
、

の
ち
に
述
べ
る
自
然
府
が
指
導
す
る
調
査
隊
が
行
う
。

　
人
類
が
自
然
領
内
に
侵
入
す
る
こ
と
は
、
原
則
禁
止
さ
れ
る
。
人
工
物
な
ど

を
投
棄
す
る
の
も
同
様
で
あ
る
。
例
外
的
に
、
自
然
府
（
最
高
顧
問
）
が
承
認

し
た
、
調
査
隊
や
廃
棄
物
収
集
の
た
め
の
作
業
員
及
び
下
に
述
べ
る
防
衛
軍
な

ど
は
侵
入
で
き
る
。
航
空
機
な
に
よ
る
領
空
通
過
は
、
有
事
を
除
い
て
認
め
ら

れ
な
い
。

　
防
衛
に
つ
い
て
は
、
自
然
府
が
「
防
衛
軍
」
を
組
織
し
行
う
。
お
も
に
人
類

の
侵
入
を
防
ぐ
こ
と
が
目
的
だ
が
、
武
装
勢
力
の
国
内
へ
の
侵
入
を
防
ぐ
場
合

も
あ
り
得
る
。
自
然
災
害
に
よ
り
主
権
者
が
被
害
を
こ
う
む
っ
た
場
合
、
自
然

災
害
は
古
来
よ
り
存
在
す
る
の
で
、
超
大
規
模
で
な
い
限
り
自
然
府
は
干
渉
し

な
い
。

　
海
洋
及
び
領
空
に
お
け
る
自
然
領
に
つ
い
て
も
、
上
記
と
同
様
で
あ
る
。
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○
人
類
領

　
人
類
領
は
、
暫
定
価
値
観
に
の
っ
と
っ
た
生
活
を
ど
れ
だ
け
維
持
で
き
る
か

を
実
験
す
る
領
域
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
明
が
若
干
衰
退
し
て
い
て
、
国

民
の
ほ
と
ん
ど
が
農
林
水
畜
産
業
な
ど
の
第
一
次
産
業
に
従
事
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
衰
退
し
た
状
態
の
文
明
を
維
持
す
る
た
め
に
、
そ
の
地
域
の
文
明
に

な
じ
む
こ
と
が
で
き
る
人
間
の
み
が
移
住
を
認
め
ら
れ
る
。
人
口
の
流
出
を
防

ぐ
た
め
、
基
本
的
に
出
国
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
文
明
の
利

品
」
と
い
わ
れ
る
機
械
類
は
、
一
般
国
民
は
利
用
・
製
造
で
き
な
い
。
労
働
に

よ
っ
て
困
憊
す
る
国
民
に
対
し
て
、
娯
楽
を
与
え
る
目
的
で
、
芸
能
人
や
そ
の

他
の
娯
楽
提
供
業
者
が
少
数
活
動
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
地
方
自
治
体
と
し
て
、
村
を
設
け
る
。
村
は
大
き
な
権
限
を
有
し
て
お
り
、

人
間
院
が
定
め
る
法
律
な
ど
の
範
囲
内
な
ら
ば
、
独
自
の
自
治
制
度
を
設
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
各
村
に
は
、
必
ず
、
人
間
府
か
ら
派
遣
さ
れ
る
警
察
官
が
常
駐
し
、
村
の
支

配
階
級
に
よ
る
不
正
の
監
視
や
、
ス
ピ
ー
カ
ー
・
通
信
装
置
・
図
書
館
・
裁
判

所
な
ど
の
管
理
な
ど
を
行
う
。

＝
＝
政
治
体
制
の
概
要
＝
＝

○
主
権
保
有
者
の
代
理
機
関
「
自
然
府
」

　
地
球
環
境
は
意
思
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
代
理
と
し
て
人
間
が
そ

の
状
態
を
察
知
・
研
究
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
暫
定
価
値
観
に
の
っ
と
り
判

断
を
下
す
代
理
機
関
「
自
然
府
」
を
設
け
る
。
こ
の
機
関
が
事
実
上
の
主
権
機

関
と
な
る
。

・
内
閣

　
の
ち
に
述
べ
る
「
代
理
人
養
成
院
」
の
委
員
の
中
か
ら
、
「
最
高
顧
問
」
（

定
数
３
名
）
及
び
「
次
顧
問
」
（
定
数
６
名
）
が
選
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
高

顧
問
及
び
次
顧
問
（
最
高
９
名
）
全
員
で
、
内
閣
を
組
織
す
る
。
内
閣
の
最
高

責
任
者
は
最
高
顧
問
で
あ
り
、
全
員
が
同
じ
権
限
を
有
す
る
。
最
高
顧
問
は
、

前
最
高
顧
問
ら
に
よ
り
、
前
次
顧
問
の
中
か
ら
、
全
会
一
致
に
よ
り
選
出
さ
れ
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る
。
次
顧
問
は
、
前
最
高
顧
問
・
前
次
顧
問
及
び
そ
の
他
の
代
理
人
養
成
院
委

員
ら
に
よ
り
、
獲
得
票
数
が
多
い
順
に
選
出
さ
れ
る
。
次
顧
問
選
出
の
際
、
最

高
顧
問
は
５
票
、
次
顧
問
は
３
票
、
そ
の
他
の
代
理
人
養
成
院
委
員
は
１
票
を

有
す
る
。

　
内
閣
の
方
針
及
び
の
ち
に
述
べ
る
自
然
府
諸
法
度
な
ど
に
つ
い
て
は
、
全
て

閣
議
で
決
定
さ
れ
る
。
全
閣
僚
の
う
ち
３
分
の
１
以
上
が
出
席
し
て
い
な
け
れ

ば
、
決
議
さ
れ
る
全
て
の
議
案
は
無
効
で
あ
る
。

・
代
理
人
養
成
院

　
自
然
府
内
閣
の
閣
僚
に
ふ
さ
わ
し
い
知
識
・
技
能
を
持
つ
人
材
の
養
成
及
び

自
然
府
維
持
の
た
め
の
必
要
最
低
限
の
労
働
力
（
事
務
）
の
た
め
に
、
代
理
人

養
成
院
を
設
け
る
。
閣
僚
も
こ
の
委
員
に
含
ま
れ
る
。
代
理
人
養
成
院
委
員
は

一
般
国
民
が
志
願
し
、
面
接
に
合
格
し
た
う
え
で
就
業
す
る
。

　
閣
僚
を
除
い
た
一
般
委
員
は
、
内
閣
不
信
任
決
議
権
な
ど
を
除
き
ほ
と
ん
ど

権
限
を
持
た
ず
、
お
も
に
次
顧
問
、
場
合
に
よ
っ
て
は
最
高
顧
問
に
よ
る
指
導

を
受
け
る
。

　
代
理
人
養
成
院
委
員
は
、
委
員
で
あ
る
限
り
、
男
女
別
に
皆
で
共
同
生
活
を

送
り
、
婚
姻
及
び
委
員
以
外
の
人
間
と
の
生
活
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
給
料
は
、
食
費
・
活
動
費
を
除
い
て
常
に
国
民
の
平
均
所
得
の
２
０
分
の
１

未
満
と
す
る
。
食
料
は
、
必
要
最
低
限
分
だ
け
支
給
さ
れ
る
。
活
動
費
は
、
自

然
府
よ
り
必
要
分
だ
け
支
給
さ
れ
る
。

　以
下
に
、
内
閣
が
有
す
る
権
限
を
述
べ
る
。

・
法
案
拒
否
（
修
正
）
権

の
ち
に
述
べ
る
人
間
府
が
決
議
し
た
法
案
や
予
算
案
そ
の
他
の
多
く
の
法
令
を
、

暫
定
価
値
観
に
基
づ
い
て
修
正
も
し
く
は
拒
否
す
る
権
限
を
有
す
る
。
内
閣
が

承
認
し
、
公
布
さ
れ
た
法
律
も
し
く
は
改
正
憲
法
は
、
主
権
者
非
常
事
態
宣
言

発
令
中
及
び
戒
厳
令
発
動
中
を
除
い
て
、
２
５
年
後
か
ら
３
０
年
後
ま
で
の
間

に
施
行
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
人
類
が
何
十
年
も
先
の
こ
と
を
考
え
ず
に
、
そ
の
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権
力
を
ふ
る
い
続
け
た
結
果
、
主
権
者
が
追
放
さ
れ
た
と
い
う
教
訓
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
。

・
統
帥
（
防
衛
）
権

　
一
般
国
民
が
自
然
領
に
侵
入
す
る
の
を
防
い
だ
り
、
有
事
の
際
に
国
外
か
ら

の
武
装
勢
力
の
侵
入
を
防
い
だ
り
す
る
防
衛
軍
を
統
率
す
る
権
限
を
有
す
る
。

原
則
、
こ
の
権
限
を
国
内
で
の
反
乱
・
紛
争
な
ど
の
制
止
の
た
め
に
用
い
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　
人
間
府
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
、
自
然
院
が
戒
厳
令
を
発
動
し
た
場
合
に
限

り
、
暫
定
的
に
自
然
府
及
び
防
衛
軍
が
国
家
の
統
治
権
を
行
使
す
る
。

・
自
然
府
諸
法
度
制
定
権

　
自
然
府
内
で
の
規
則
な
ど
を
定
め
た
自
然
府
諸
法
度
を
制
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

閣
議
で
、
出
席
閣
僚
の
３
分
の
２
以
上
の
賛
成
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
。
決
議

さ
れ
た
議
案
は
、
決
議
か
ら
１
年
後
以
降
１
年
半
後
以
内
に
施
行
さ
れ
る
。

・
人
間
府
法
案
提
出
権

　
人
間
府
に
対
し
て
、
法
案
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
法
案
の
扱
わ
れ
方

は
、
の
ち
の
「
人
間
府
」
で
述
べ
る
。

・
人
間
府
税
源
徴
収
税

　
人
間
府
の
全
収
入
の
う
ち
３
分
の
１
を
、
財
源
と
し
て
得
ら
れ
る
。
自
然
府

維
持
の
た
め
の
必
要
最
低
限
の
費
用
以
外
は
す
べ
て
主
権
者
召
還
の
た
め
の
研

究
費
も
し
く
は
活
動
費
と
し
て
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
自
然
府
裁
判
所
設
置
権

　
自
然
府
（
最
高
顧
問
）
の
許
可
を
得
ず
に
自
然
領
に
不
法
侵
入
し
た
人
間
ま

た
は
航
空
機
の
運
営
会
社
、
自
然
府
公
務
執
行
妨
害
及
び
自
然
府
諸
法
度
違
反

な
ど
の
事
件
を
裁
く
た
め
の
自
然
府
裁
判
所
（
一
審
制
）
を
設
け
る
こ
と
が
で
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き
る
。

　
裁
判
員
は
、
閣
僚
の
中
か
ら
出
席
可
能
な
４
人
、
そ
の
他
の
代
理
人
養
成
院

委
員
の
中
か
ら
無
作
為
に
選
出
さ
れ
た
５
人
の
計
９
人
と
す
る
。

・
人
間
府
終
審
裁
判
権

　
人
類
領
に
お
け
る
訴
訟
を
裁
く
人
間
府
裁
判
所
（
二
審
制
）
の
終
審
裁
判
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
府
裁
判
所
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
の
ち
の
「
人
間

府
」
で
述
べ
る
。

・
人
間
府
解
散
請
求
権

　
人
間
府
で
、
法
案
を
審
議
・
議
決
す
る
機
関
で
あ
る
「
人
間
府
議
会
」
に
対

し
て
、
解
散
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
閣
僚
の
全
会
一
致
の
賛
成
に
よ
っ

て
解
散
請
求
が
発
議
さ
れ
、
閣
僚
以
外
の
代
理
人
養
成
院
委
員
の
総
委
員
の
う

ち
３
分
の
２
の
賛
成
に
よ
っ
て
決
議
さ
れ
る
。

○
人
類
領
統
括
機
関
「
人
間
府
」

　
人
類
領
（
人
類
実
験
領
域
）
を
統
治
す
る
た
め
に
、
人
間
府
を
設
け
る
。
人

間
府
は
、
そ
の
判
断
の
多
く
を
自
然
院
に
よ
っ
て
検
閲
さ
れ
る
の
で
、
自
然
府

よ
り
も
権
限
は
劣
る
。
議
会
を
最
高
組
織
と
し
、
付
属
組
織
と
し
て
「
省
」
、

下
部
機
関
と
し
て
「
村
（
地
方
自
治
体
）
」
が
あ
る
。
つ
ま
り
村
は
人
間
府
に

含
ま
れ
な
い
。

・
議
会

　
人
類
領
に
お
け
る
立
法
機
能
を
持
つ
議
会
を
設
け
る
。
議
会
は
、
最
高
責
任

者
た
る
議
長
を
中
心
と
し
た
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
議
員
は
、
各
村
か

ら
１
名
ず
つ
、
人
間
府
直
轄
地
か
ら
（
人
口
÷
５
０
０
０
）
人
が
選
出
さ
れ
る
。

議
会
は
、
原
則
一
院
制
で
、
議
員
は
政
党
を
結
成
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い

る
。
議
員
の
給
料
は
、
国
民
平
均
所
得
の
１
．
２
倍
ほ
ど
と
な
る
。

　
議
会
が
可
決
し
た
法
案
及
び
憲
法
改
正
案
は
、
全
て
自
然
府
の
内
閣
に
よ
る

審
査
を
受
け
る
。
し
か
し
、
省
が
通
告
す
る
事
項
や
、
議
会
や
省
が
行
う
村
に
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対
す
る
指
導
な
ど
は
、
代
理
人
養
成
院
委
員
が
摘
発
し
な
い
限
り
、
内
閣
に
審

査
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
憲
法
改
正
の
発
議
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
の
ち
に
述
べ

る
「
中
立
府
」
に
よ
る
審
査
を
受
け
る
。

　
自
然
府
が
議
会
に
提
出
し
た
議
案
に
つ
い
て
は
、
出
席
議
員
の
３
分
の
１
以

上
の
賛
成
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
る
。

・
省

　
お
も
に
村
に
対
す
る
行
政
を
担
当
す
る
省
を
複
数
設
け
る
。
省
は
、
議
会
が

定
め
る
法
律
に
基
づ
き
、
村
が
行
っ
て
い
る
行
政
を
監
視
・
指
導
も
し
く
は
支

援
し
た
り
、
予
算
を
用
い
て
、
外
交
や
税
の
回
収
な
ど
必
要
な
事
務
を
し
た
り

す
る
。
省
の
役
人
は
、
一
般
国
民
の
中
か
ら
試
験
・
面
接
な
ど
に
よ
っ
て
採
用

さ
れ
る
。
大
臣
職
（
長
官
）
は
存
在
し
な
い
。
給
料
は
、
国
民
平
均
所
得
の
１
．

２
倍
ほ
ど
と
な
る
。

　
お
も
な
省
は
、
税
務
省
・
財
務
省
・
総
務
省
・
法
務
省
・
警
察
省
・
外
務
省

な
ど
で
あ
る
。

一
般
国
民
（
人
間
府
直
轄
地
在
住
者
を
除
く
）
を
裁
く
裁
判
は
全
て
、
そ
の
村

人
が
属
す
る
村
で
行
わ
れ
、
裁
判
方
法
や
起
訴
基
準
な
ど
も
村
が
定
め
る
。
し

か
し
、
村
人
が
村
や
人
間
府
な
ど
の
機
関
を
訴
え
る
場
合
は
、
法
務
省
が
そ
れ

を
裁
く
。
そ
の
判
決
に
、
原
告
も
し
く
は
被
告
が
納
得
で
き
な
い
場
合
は
、
自

然
府
の
、
閣
僚
を
除
い
た
代
理
人
養
成
院
委
員
の
中
か
ら
無
作
為
に
選
ば
れ
た

７
人
が
裁
判
官
と
な
り
、
終
審
裁
判
を
行
う
。

○
第
三
者
機
関
「
中
立
府
」

　
中
立
府
は
、
「
評
議
会
」
及
び
そ
の
直
属
の
「
中
立
軍
」
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
、
中
立
的
な
第
三
者
機
関
で
あ
る
。
中
立
府
は
、
小
さ
い
な
が
ら
も
（
国

土
全
体
の
０
．
１
％
以
下
）
自
然
府
・
人
間
府
・
及
び
村
の
ど
れ
に
も
属
さ
な

い
独
立
し
た
領
土
を
持
つ
。
評
議
会
は
そ
の
中
に
位
置
し
、
中
立
軍
隊
員
は
通

常
そ
の
中
立
府
領
土
の
中
で
農
水
畜
産
業
を
し
て
い
る
が
、
有
事
の
際
に
軍
と

し
て
機
能
す
る
た
め
に
、
日
ご
ろ
か
ら
訓
練
を
行
う
。

　
評
議
会
は
、
（
１
６
歳
以
上
の
）
中
立
府
領
土
住
民
の
中
か
ら
彼
ら
の
投
票
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に
よ
っ
て
１
１
名
が
選
ば
れ
る
。
評
議
会
議
長
は
、
国
民
か
ら
の
信
頼
が
厚
い

人
物
（
日
本
で
い
え
ば
天
皇
家
な
ど
）
が
、
評
議
会
に
よ
っ
て
推
薦
さ
れ
る
（

世
襲
も
可
能
）
。

以
下
に
、
評
議
会
の
職
務
を
述
べ
る
。

・
政
府
（
自
然
府
も
し
く
は
人
間
府
な
ど
）
の
行
動
を
監
視
す
る
。
ま
た
、
自

然
府
・
人
間
府
に
関
し
て
選
挙
管
理
を
行
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
政
府
の
暴

走
に
よ
っ
て
政
局
が
極
端
に
乱
れ
た
り
、
違
法
行
為
が
行
わ
れ
た
り
す
る
よ
う

に
な
っ
た
場
合
、
主
権
者
及
び
国
民
が
革
命
を
お
こ
し
政
府
を
倒
す
際
の
中
心

組
織
と
な
る
。
中
立
軍
は
こ
の
際
、
評
議
会
の
指
示
の
も
と
に
行
動
す
る
。

・
国
外
か
ら
武
装
戦
力
が
侵
入
し
た
場
合
、
自
然
府
の
防
衛
軍
と
合
同
で
応
戦

す
る
。
自
然
府
か
ら
の
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
の
み
出
動
す
る
。

・
全
世
界
的
な
災
厄
（
隕
石
の
衝
突
・
主
権
者
消
滅
な
ど
）
に
よ
っ
て
、
地
球

上
が
人
類
に
適
す
る
環
境
で
な
く
な
っ
た
場
合
、
の
ち
に
述
べ
る
、
政
府
が
建

設
し
た
巨
大
シ
ェ
ル
タ
ー
に
政
府
の
機
能
を
移
し
、
臨
時
政
府
を
建
設
す
る
。

そ
し
て
そ
の
臨
時
政
府
に
お
け
る
主
権
者
と
し
て
、
暫
定
目
標
に
基
づ
き
、
復

興
作
業
を
行
う
。

○
一
般
国
民
に
お
け
る
基
礎
的
共
同
体
「
村
」

　
村
は
、
一
般
国
民
が
属
す
る
自
治
体
で
あ
り
、
政
府
（
人
間
府
）
か
ら
大
き

な
自
治
権
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
法
律
で
定
め
ら
れ
た
範
囲
内
（
例
え
ば
、
「

文
明
の
利
品
」
の
排
除
な
ど
）
で
、
自
治
制
度
及
び
住
民
（
村
人
）
に
与
え
る

権
利
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
村
は
一
般
国
民
に
と
っ
て
最
も
身
近
な
政

治
組
織
で
あ
る
た
め
、
「
自
然
主
権
の
理
念
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
た
だ
村
人

が
幸
福
で
い
ら
れ
る
よ
う
に
努
め
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
豊
か
さ
を
享
受
さ
せ

る
こ
と
と
は
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
。

　
村
人
の
多
く
が
、
そ
の
村
の
政
治
体
制
に
よ
っ
て
不
幸
で
あ
る
場
合
、
村
人
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は
人
間
府
の
法
務
省
に
対
し
て
村
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
方
法
は
「

人
間
府
」
の
「
省
」
で
述
べ
て
い
る
。

　
村
で
は
、
室
町
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
前
期
ご
ろ
の
期
間
に
お
け
る
百
姓

と
同
程
度
の
生
活
が
営
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
非
文
明
的
か

つ
非
大
量
生
産
的
・
非
大
量
消
費
的
・
非
大
量
廃
棄
的
（
つ
ま
り
暫
定
価
値
観

が
示
す
目
標
に
ほ
と
ん
ど
合
致
）
で
あ
る
生
活
を
営
ん
で
も
、
幸
福
は
維
持
さ

れ
る
と
思
わ
れ
る
。
証
拠
と
し
て
、
１
９
７
２
年
ご
ろ
か
ら
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈

の
ふ
も
と
に
位
置
す
る
（
国
民
の
９
割
程
度
は
農
業
従
事
者
）
ブ
ー
タ
ン
王
国

は
、
Ｇ
Ｎ
Ｈ
（
Ｇ
ｒ
ｏ
ｓ
ｓ
 

Ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ａ
ｌ
 

ｈ
ａ
ｐ
ｐ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｓ
，

 
国
民
総
幸
福
量
）
を
政
策
の
中
心
と
し
て
お
り
、
２
０
０
７
年
の
調
査
で
は
、

国
民
の
約
９
割
が
「
自
分
は
今
幸
福
だ
」
と
感
じ
て
い
る
。

　参
考
：
日
本
経
済
新
聞
２
０
１
０
年
１
０
月
１
８
日
付
朝
刊
よ
り
抜
粋

（
抜
粋
開
始
）
ブ
ー
タ
ン
国
立
研
究
所
所
長
で
あ
る
、
カ
ル
マ
・
ウ
ラ
氏
は
Ｇ

Ｎ
Ｈ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
経
済
成
長
率
が
高
い
国
や
医
療

が
高
度
な
国
、
消
費
や
所
得
が
多
い
国
の
人
々
は
本
当
に
幸
せ
だ
ろ
う
か
。
先

進
国
で
う
つ
病
に
悩
む
人
が
多
い
の
は
な
ぜ
か
。
地
球
環
境
を
破
壊
し
な
が
ら

成
長
を
遂
げ
て
、
豊
か
な
社
会
は
訪
れ
る
の
か
。
他
者
と
の
つ
な
が
り
、
自
由

な
時
間
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
は
人
間
が
安
心
し
て
暮
ら
す
中
で
欠
か
せ
な
い

要
素
だ
。
金
融
危
機
の
中
、
関
心
が
一
段
と
高
ま
り
、
Ｇ
Ｎ
Ｈ
の
考
え
に
基
づ

く
政
策
が
欧
米
で
は
浸
透
し
つ
つ
あ
る
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
巨
大
な
幻
想
に
気
づ
く
時

が
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
」
（
抜
粋
終
了
）

　
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
、
文
明
を
抑
制
し
つ
つ
主
権
者
を
可
能
な
限
り
擁
護

し
、
か
つ
半
永
久
的
に
持
続
さ
れ
る
村
社
会
の
構
成
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

＝
＝
対
外
政
策
・
経
済
制
度
＝
＝

○
国
際
連
合
そ
の
他
の
国
際
機
関
と
の
関
係
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国
際
連
合
の
目
的
は
、

１
　
国
際
平
和
・
安
全
の
維
持

２
　
諸
国
間
の
友
好
関
係
の
発
展

３
　
経
済
的
・
社
会
的
・
文
化
的
・
人
道
的
な
国
際
問
題
の
解
決
の
た
め
、
及

び
人
権
・
基
本
的
自
由
の
助
長
の
た
め
の
国
際
協
力

の
三
つ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
１
と
３
は
自
然
主
権
国
家
の
目
的
に
適
合
し
な

い
の
で
、
自
然
主
権
国
家
は
国
際
連
盟
に
加
盟
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、

こ
れ
に
相
似
す
る
目
的
を
も
っ
た
国
際
機
関
に
も
加
盟
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

○
他
国
と
の
外
交
関
係

　
自
然
主
義
国
家
は
、
暫
定
価
値
観
に
基
づ
き
、
以
下
の
よ
う
な
政
策
・
形
態

を
と
る
国
家
と
は
国
交
を
樹
立
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

・
主
権
者
を
著
し
く
侵
害
す
る
、
も
し
く
は
そ
の
よ
う
に
画
策
し
て
い
る
政
府

・
化
石
燃
料
を
多
く
産
出
し
、
輸
出
も
し
く
は
消
費
し
て
い
る
国
家

・
国
内
で
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
産
に
関
し
て
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
以
外
の
資
源
か

ら
７
５
％
以
上
を
得
て
い
る
国
家

・
思
想
統
制
を
行
っ
て
い
る
政
府

　
例
外
的
に
、
上
の
条
件
の
ど
れ
か
を
満
た
し
て
い
な
が
ら
も
、
自
然
府
が
ナ

シ
ョ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト
運
動
の
展
開
を
決
定
し
た
地
域
を
領
有
す
る
政
府
や
、
国

境
を
接
す
る
重
要
な
周
辺
国
と
は
、
例
外
的
に
国
交
を
結
ぶ
。

　
ま
た
、
同
じ
よ
う
な
目
的
を
持
つ
自
然
主
義
国
家
と
は
、
軍
事
同
盟
（
防
衛

軍
の
統
合
）
を
結
び
、
さ
ら
に
政
治
体
制
が
似
通
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
政
府

を
合
併
し
て
連
邦
国
家
を
構
成
す
る
べ
き
で
あ
る
。

○
領
土
の
拡
張

　
領
土
を
拡
張
す
る
た
め
に
、
防
衛
軍
な
ど
の
戦
力
を
用
い
た
先
制
攻
撃
に
よ

っ
て
他
国
の
領
土
を
侵
略
す
る
行
為
は
、
自
然
主
権
国
家
の
信
ぴ
ょ
う
性
を
著

し
く
下
げ
る
恐
れ
が
高
い
た
め
、
何
ら
か
の
緊
急
事
態
を
除
い
て
す
べ
き
で
は

な
い
。



13

　
ま
た
、
そ
の
地
域
を
領
有
す
る
政
府
に
対
し
て
、
資
源
（
都
市
鉱
山
、
食
料

な
ど
）
や
金
銭
と
領
土
を
交
換
す
る
こ
と
や
、
他
国
か
ら
の
侵
略
に
対
す
る
防

衛
行
為
な
ど
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
新
た
な
領
土
を
得
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

○
経
済
制
度

　
貨
幣
単
位
は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
主
要
生
産
物
を
基
準
と
し
て
設
定
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
主
要
生
産
物
（
貨
幣
の
基
準
）
を
米
１
俵
（
６
０
ｋ
ｇ
）
と
し

た
と
き
、

１
貨
幣
単
位
＝
米
１
俵

と
な
る
。
つ
ま
り
、
米
１
俵
は
必
ず
１
貨
幣
単
位
で
買
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
米
の
価
格
は
、
一
年
ご
と
に
変
動
す
る
。
災
害
な
ど
に
よ
っ
て
米
の
収
穫
高

が
例
年
よ
り
低
け
れ
ば
、
次
の
年
の
米
１
俵
の
価
格
は
相
対
的
に
上
が
り
、
ほ

か
の
商
品
の
値
段
も
高
く
な
る
（
イ
ン
フ
レ
）
。
逆
に
、
米
が
豊
作
と
な
れ
ば
、

次
の
年
の
米
１
俵
の
価
格
は
相
対
的
に
下
が
り
、
ほ
か
の
商
品
の
値
段
も
低
く

な
る
（
デ
フ
レ
）
。
こ
の
場
合
、
デ
フ
レ
の
ほ
う
が
経
済
は
豊
か
で
あ
る
と
い

え
る
。
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Ｐ
Ｄ
Ｆ
小
説
ネ
ッ
ト
（
現
、
タ
テ
書
き
小
説
ネ
ッ
ト
）
は
２
０
０
７
年
、
ル

ビ
対
応
の
縦
書
き
小
説
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
配
布
す
る
と
い
う
目
的
の
基
、

小
説
家
に
な
ろ
う
の
子
サ
イ
ト
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
ケ
ー
タ
イ
小
説
が
流

行
し
、
最
近
で
は
横
書
き
の
書
籍
も
誕
生
し
て
お
り
、
既
存
書
籍
の
電
子
出
版

な
ど
一
部
を
除
き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
＝
横
書
き
と
い
う
考
え
が
定
着
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
誰
も
が
簡
単
に
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
の
小
説
を
作
成
、

公
開
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
が
こ
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
小
説
ネ
ッ
ト
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
発
の
縦
書
き
小
説
を
思
う
存
分
、
堪
能
し
て
く
だ
さ
い
。

た
ん
の
う

自然主義国家の構想第１報告
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